
寒川町高齢者保健福祉計画等見直し検討委員会要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、寒川町高齢者保健福祉計画等見直し検討委員会の設置及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８に規定する高齢者保

健福祉計画及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条に規定する介護

保険事業計画（以下「高齢者保健福祉計画等」と総称する。）の見直しを行うため、

寒川町高齢者保健福祉計画等見直し検討委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。

（所掌事務）

第３条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

（１） 高齢者保健福祉計画等の見直しに関すること。

（２） その他委員会の目的達成に必要な事項

（組織）

第４条 委員会は、委員１２人以内をもって組織する。

（委員）

第５条 委員は、高齢者保健福祉計画等の見直しの実施ごとに、次に掲げる団体等か

ら町長が委嘱する。

（１） 学識経験者 １人

（２） 一般社団法人茅ヶ崎医師会 １人

（３） 一般社団法人茅ヶ崎歯科医師会 １人

（４） 一般社団法人茅ヶ崎寒川薬剤師会 １人

（５） 福祉施設 １人

（６） 寒川町自治会長連絡協議会 １人

（７） 寒川町シニアクラブ連合会 １人

（８） 寒川町婦人会 １人

（９） 社会福祉法人寒川町社会福祉協議会 １人

（10） 寒川町民生委員児童委員協議会 １人

（11） 神奈川県平塚保健福祉事務所 １人

（12） 公募の町民 １人
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２ 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員の任期は、高齢者保健福祉計画等の見直しが終了した日に満了するものとす

る。

（委員長及び副委員長）

第６条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、それぞれ委員の互選により定め

る。

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（委員会の会議）

第７条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集し、その議長となる。

（意見の聴取）

第８条 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に

出席させて説明又は意見を聴くことができる。

（結果の報告）

第９条 委員長は、会議が終了したときには、速やかに会議の結果を町長に報告しな

ければならない。

（秘密の保持）

第 10 条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。

（庶務）

第 11条 委員会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。

（委任）

第 12条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。


